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1111    目的目的目的目的        

  福岡県障害者更生相談所は、身体障害者及び知的障害者に関する更生相談業務の

有機的な推進と県民サービスの向上を図るため、身体障害者福祉法（昭和２４年法

律第２８３号）第１１条に基づく「身体障害者更生相談所」及び「知的障害者福祉

法（昭和３５年法律第３７号）第１２条に基づく「知的障害者更生相談所」を統合

したものであり、身体障害者及び知的障害者に関する専門的な知識及び技術を要す

る相談及び指導を行うとともに、医学的・心理学的・職能的判定等を行います。 

 

２２２２    沿革沿革沿革沿革        

（１）（１）（１）（１）身体障害者更生相談所身体障害者更生相談所身体障害者更生相談所身体障害者更生相談所    

昭和２７年１１月  福岡県身体障害者更生指導所（筑紫郡筑紫野町二日市）

内に設置    

昭和３４年 ９月  筑紫郡大野町曙町に身体障害者更生指導所とともに移

転する。 

昭和３７年１１月    身体障害者更生指導所と白木原授産場が統合され、福

岡県障害者福祉センターとなり、更生相談所もセンタ

ー内に設置される。 

昭和４０年 ４月    北九州市が身体障害者更生相談所を開設。 

昭和５４年 ５月    福岡市が身体障害者更生相談所を開設。 

昭和５５年１２月    福岡県身体障害者リハビリテーションセンターの開設

に伴い、糟屋郡古賀町に移転する。 

平成９年１月２０日    身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所を統

合し、障害者更生相談所として春日市に開設する。 

 

（２）知的障害者更生相談所（２）知的障害者更生相談所（２）知的障害者更生相談所（２）知的障害者更生相談所    

   昭和３５年１２月  知的障害（精神薄弱）者福祉法の制定に伴い、筑紫郡

大野町の身体障害者更生指導所内に知的障害者更生

相談所を設置。 

            昭和３７年１１月  身体障害者福祉センターに併設される。 

   昭和４８年１１月  北九州市との覚書により、北九州市立障害福祉センタ

ーの職員を知的障害者更生相談所駐在員として発令、

北九州市については、判定業務を駐在員で対応するこ

ととなる。 

   昭和５１年１１月  身体障害者福祉センター併設から中央児童相談所（福

岡市中央区大手門）併設となる。 

   平成５年４～６月  北九州市、福岡市の知的障害者更生相談所業務開始に 

より、両政令市に知的障害者更生相談所業務を移管。 

            平成９年１月２０日  身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所を統 

合し、障害者更生相談所として春日市に開設する。
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３３３３    業務の内容業務の内容業務の内容業務の内容        

（１）身体障害者更生相談所業務（１）身体障害者更生相談所業務（１）身体障害者更生相談所業務（１）身体障害者更生相談所業務    

     ①①①①    補装具の交付及び適合に関する判定補装具の交付及び適合に関する判定補装具の交付及び適合に関する判定補装具の交付及び適合に関する判定    

    身体障害者の日常生活や職業生活を容易にするため、市町村が給付する義肢、

装具、車いす、補聴器などの補装具について、交付の適否、処方及び適合につ

いての判定を行います。 

 

  ②②②②    自立支援医療（更生医療）の要否判定自立支援医療（更生医療）の要否判定自立支援医療（更生医療）の要否判定自立支援医療（更生医療）の要否判定    

    人工透析、ペースメーカー植込術、人工関節置換術などの、障害の軽減や日

常生活能力の維持・回復を目的とした更生医療について、市町村の依頼により、

その適否を判定します。 

 

  ③③③③    障害者自立支援法における判定（意見）障害者自立支援法における判定（意見）障害者自立支援法における判定（意見）障害者自立支援法における判定（意見）    

    市町村において、障害程度区分決定等を含む障害者自立支援法の支給決定を

行うに際して、専門的な立場からの所見を必要とする場合、市町村からの依頼

により、医学的・心理学的・職能的判定を行います。また、必要に応じて意見

を述べます。 

 

  ④④④④    身体障害者手帳の交付事務（身体障害者手帳の交付事務（身体障害者手帳の交付事務（身体障害者手帳の交付事務（平成２０年度から）平成２０年度から）平成２０年度から）平成２０年度から）    

    県下の身体障害者手帳の交付事務を一括して行います。（政令市、中核市を

除く） 

 

  ⑤⑤⑤⑤    障害程度審査委員会障害程度審査委員会障害程度審査委員会障害程度審査委員会    

    身体障害者手帳の交付事務を行うにあたり、障害程度の認定について専門的

判断を要するものや、疑義のある案件等について審査を行います。 

 

     ⑥⑥⑥⑥    専門的技術的援助指導・情報提供専門的技術的援助指導・情報提供専門的技術的援助指導・情報提供専門的技術的援助指導・情報提供    

    市町村等に対する専門的技術的援助指導を行うとともに、市町村・更生援護

施設等と情報を交換し、必要な情報提供を行います。 

 

     ⑦⑦⑦⑦    市町村、補装具業者等に対する研修指導市町村、補装具業者等に対する研修指導市町村、補装具業者等に対する研修指導市町村、補装具業者等に対する研修指導    

    市町村職員や補装具業者を対象として、資質の向上と更生援護業務を適正に

実施するための研修を行います。 

 

  ⑧⑧⑧⑧    医師の指定、指定自立支援医療機関の指定に医師の指定、指定自立支援医療機関の指定に医師の指定、指定自立支援医療機関の指定に医師の指定、指定自立支援医療機関の指定に係る業務（平成２０年度から）係る業務（平成２０年度から）係る業務（平成２０年度から）係る業務（平成２０年度から）    

    身体障害者福祉法第１５条による医師の指定、及び障害者自立支援法第５９

条に基づき更生医療を行う指定自立支援医療機関の指定に係る業務を行います。 

 

  ⑨⑨⑨⑨    社会福祉審議会障害者福祉専門分科会の事務局業務（平成２０年度から）社会福祉審議会障害者福祉専門分科会の事務局業務（平成２０年度から）社会福祉審議会障害者福祉専門分科会の事務局業務（平成２０年度から）社会福祉審議会障害者福祉専門分科会の事務局業務（平成２０年度から）    

    指定医師の決定や更生医療を行う指定自立支援医療機関の指定審査、手帳の

障害程度決定に係る審査等の審議会諮問案件の整備、開催日の日程調整等の事

務局業務を行います。 
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（２）知的障害者更生相談所業務（２）知的障害者更生相談所業務（２）知的障害者更生相談所業務（２）知的障害者更生相談所業務    

     ①①①①    療育手帳の新規判定及び再判定療育手帳の新規判定及び再判定療育手帳の新規判定及び再判定療育手帳の新規判定及び再判定    

    知的障害者に対して一貫した相談・指導を行い、各種の援助措置を受けやす

くするための療育手帳の交付に関して、原則として、１８歳以上の知的障害者

についての判定及び再判定を行います。 

 

     ②②②②    療育手帳の交付事務（平成２０年度から）療育手帳の交付事務（平成２０年度から）療育手帳の交付事務（平成２０年度から）療育手帳の交付事務（平成２０年度から）    

    県下の療育手帳の交付事務を一括して行います。（政令市を除く）  

 

  ③③③③    障害者自立支援法における判定（意見）障害者自立支援法における判定（意見）障害者自立支援法における判定（意見）障害者自立支援法における判定（意見）    

    市町村において、障害程度区分決定等を含む障害者自立支援法の支給決定を

行うに際して、専門的な立場からの所見を必要とする場合、市町村からの依頼

により、医学的・心理学的・職能的判定を行います。また、必要に応じて意見

を述べます。 

 

  ④④④④    その他の知的障害者に関する相談その他の知的障害者に関する相談その他の知的障害者に関する相談その他の知的障害者に関する相談    

    知的障害者の職業、医療・保健や生活等に関する相談に応じています。 

 

  ⑤⑤⑤⑤    市町村等に対する研修、関係機関との連絡調整市町村等に対する研修、関係機関との連絡調整市町村等に対する研修、関係機関との連絡調整市町村等に対する研修、関係機関との連絡調整    

    市町村等職員に対する研修会を実施するほか、職業安定所等関係機関への情

報提供や連絡調整等を行っています。 

 

  ⑥⑥⑥⑥    情報の収集・統計資料の整備等情報の収集・統計資料の整備等情報の収集・統計資料の整備等情報の収集・統計資料の整備等    

    知的障害者の福祉に関する情報を収集し、統計資料の整備等を行っています。 

 

（３）来所判定日（３）来所判定日（３）来所判定日（３）来所判定日    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）（４）（４）（４）巡回相談・出張判定巡回相談・出張判定巡回相談・出張判定巡回相談・出張判定    

     ①①①①    身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者        

    県内各地を巡回し、補装具に関する医学的判定及び身体障害者の更生に必要

な相談に応じ、指導助言を行います。 

     ②②②②    知的障害者知的障害者知的障害者知的障害者    

    保健福祉（環境）事務所、援護施設、市町村等に出張し、療育手帳に関する

相談及び判定・再判定を行います。
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４４４４    組織組織組織組織        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５５５    施設（建物）の概要施設（建物）の概要施設（建物）の概要施設（建物）の概要        

（１）敷地面積    ３，０００㎡ 

（２）建物の構造   鉄筋コンクリート３階建て 

（３）入居事務所   １階 障害者更生相談所 

           ２階 精神保健福祉センター 

           ３階 福岡児童相談所 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年４月１日現在 
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６６６６    所管所管所管所管地地地地域域域域        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 当所の所管地域は、政令市（北九州市・福岡市）を除く地域で、人口は２，６５７千人、世帯数

は２，１９８千世帯で、人口１０００人に対する手帳所持者数（出現率）は、身体障害が４７．１‰、

知的障害が７．４‰となっている。 

なお、久留米市は、中核市へ移行した平成２０年度から身体障害者手帳の事務を行っている。 

 県内の障害保健福祉圏域は１３圏域で、各地域の県保健（福祉）環境事務所及び市町村（２６市

３０町２村）と連携を図りながら、事業を実施している。 

※ ‰（パーミル）人口１０００人に対する人員 
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７７７７    案内図案内図案内図案内図        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〒８１６－０８０４ 

 福岡県春日市原町３丁目１－７（駐車場あり） 

   ・ＪＲ「春日」駅下車徒歩約４分 

   ・西鉄電車「春日原」駅下車徒歩約１２分 

 

 １Ｆ 障害者更生相談所 

 

  

２Ｆ 精神保健福祉センター 

 

 ３Ｆ 福岡児童相談所 

ＴＥＬ（０９２）５８６－１０５５ 

ＦＡＸ（０９２）５８６－１０６５ 

Ｅ－mail  shogaishakouseiso@pref.fukuoka.lg.jp 

ＴＥＬ（０９２）５８２－７５００ 

ＦＡＸ（０９２）５８２－７５０５ 

ＴＥＬ（０９２）５８６－００２３ 

ＦＡＸ（０９２）５８６－００４４ 

航空自衛隊西部方面隊

県営春日公園
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ⅡⅡⅡⅡ    業業業業        務務務務        のののの        実実実実        績績績績    
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1111    障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳）障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳）障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳）障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳）業務業務業務業務        

（１）（１）（１）（１）身体障害者手帳身体障害者手帳身体障害者手帳身体障害者手帳    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

所持者数（平成２３年３月末現在） 

障害等級 障害区分 音声
言語
1%

聴覚
平衡
9%

視覚
8%内部

29%

肢体
53%

年　  齢 １８歳
未満2%

１８歳
以上
98%

県内の身体障害者手帳所持者数は、２２６，６８２
人で、政令市及び中核市を除く、当所所管地域の同手
帳所持者数は１１２，２９７人（４９．５％）、この
うち肢体不自由が５４％と最も多く、次いで内部障害
の心臓機能障害１６．９％となっている。 
 平成２２年４月から肝臓機能障害が内部障害として
認定されることになった。 

身体障害者手帳所持者数（障害・級別：政令市・中核市を除く） 
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申請・処理状況 

（平成２２年度） 

交付件数市町村別内訳（政令市・中核市を除く） 
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障害程度審査委員会の審査状況 

平成２２年度の当所における身体障害者福祉法第１５条に基づく身体障害者手帳の認定、

交付件数は、新規が７，９２５件、等級変更等による再交付が２，９３０件で、合計１０，

８５５件となっている。障害区分別では、肢体不自由が最も多く５，４００件（４９．７％）、

次いで内部障害の心臓機能障害が２，００７件（１８．５％）である。 

なお、障害認定にあたっては、必要に応じて障害程度審査委員会及び社会福祉審議会障害

者福祉専門分科会審査部会（医師により構成）へ審査等を依頼している。 

身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者手帳交付事務の流れ手帳交付事務の流れ手帳交付事務の流れ手帳交付事務の流れ    

身体に障害のある人身体に障害のある人身体に障害のある人身体に障害のある人
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（２）（２）（２）（２）療育手帳療育手帳療育手帳療育手帳    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

所持者数（平成２３年３月末現在） 

年　  齢

１８歳以上

77%

１８歳未満

23%

交付件数（平成２２年度：政令市を除く） 

平成２２年度の当所における療育手帳の交付件数は、前年度並みで、その内訳は、新規

が約６割、再交付が約４割、等級別ではＡが約３割、Ｂが７割となっている。 

平成２２年度末の県内の療育手帳所持者数は、対前年度比３．８％増で、その約７割

が１８歳以上、重度と中軽度の等級の割合は約半々となっている。 

当所では、知的障害者の福祉の増進に資するため、本人・保護者（市町村経由）から

の申請に基づき、政令市を除く全ての知的障害者に療育手帳を交付（再交付）している。 

（当所所管の県域と政令市域の所持者数の割合は約半々） 
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福福福福岡岡岡岡県県県県障障障障害害害害者者者者更更更更生生生生相相相相談談談談所所所所

本人・保護者本人・保護者本人・保護者本人・保護者
市市市市 福福福福 祉祉祉祉 事事事事 務務務務 所所所所

町町町町 村村村村 役役役役 場場場場

手
帳
送
付

療育療育療育療育手帳交付事務の流れ手帳交付事務の流れ手帳交付事務の流れ手帳交付事務の流れ    

更生相談所では、相談・判定の対象を１８歳以

上としており、１８歳未満は児童相談所が担当し

ています。 

１８歳以上でも在所延長等により児童福祉施設

に入所している場合は、引き続き児童相談所で判

定を行っています。 

なお、療育手帳の交付は、全て当所で行ってい

ます。 
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２２２２    身体障害者更生相談所業身体障害者更生相談所業身体障害者更生相談所業身体障害者更生相談所業務務務務        

（１）（１）（１）（１）相談・判定相談・判定相談・判定相談・判定のののの状況状況状況状況    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）（２）（２）（２）来所の来所の来所の来所の状況状況状況状況 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

判定内容（完成品検査、適合判定②の内訳） 判定書等交付件数（自立支援医療③の内訳） 

判定書等交付件数（平成２２年度：補装具④の内訳） 

平成２２年度の取扱人員は６，６５４人で、前年度に比べ７９人（１．２％）上回った。内訳は、

来所が１１１人（１．９％）増で、巡回が３２人（５．３％）減となっている。 

ゃ
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判定書等交付件数（平成２２年度：電動車いす⑥の内訳） 

障障障障 害害害害 原原原原 因因因因 障障障障 害害害害 程程程程 度度度度

年年年年 齢齢齢齢

  平成２２年度の補装具の判定書等交付件数は、対前年度比５７件（２．３％）増で、内訳

は、義足が３２件（９．２％）減、車いすが３４件（１３．４％）増、補聴器が４２件  

（１４．８％）増となっている。 

 電動車いすの判定書等交付件数

は、約４０件で、脳性麻痺による障

害が大部分を占めている。 

判定書等交付件数（平成２２年度：補装具④の内訳） 
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（３）（３）（３）（３）巡回相談の巡回相談の巡回相談の巡回相談の状況状況状況状況（平成２（平成２（平成２（平成２２２２２年度）年度）年度）年度） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

№

／４ １５

２０４ ／

５ ／ １１

５ ／ １２

５ ／ ２０

５ ／ ２１

５ ／ ２５

６ ／ １

６ ／ ９

６ ／ １８

６ ／ ２３

６ ／ ２５

７ ／ １

７ ／ ２

７ ／ １６

７ ／ ２７

８ ／ １０

８ ／ １７

８ ／ ２４

９ ／ 7

９ ／ ８

９ ／ １６

９ ／ ２２

９ ／ ２８

１０／ １

１０／ ５

１０／ ２１

相談内容①の会場別内訳 

 巡回相談は、平成１９年度から、肢体不自由に係る補装具について実施しており、取扱人

員は、ほぼ横ばいで推移している。 
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取扱実人員の手帳の有無・障害別内訳 取扱実人員の年齢・障害別内訳 

判定書等交付件数④の内訳 

取扱実人員の約半数以上が６５歳以上

で、５０歳未満の方は約１割となっている。 

平成２２年度の判定書等交付件数は、前年度比１３件（２．２％）増で、義足が１９件（６．

２％）減、装具が２５件（９．９％）増となっている。 

 補装具（肢体不自由）判定書等交付件数の約９割を義肢・装具が占めている。 

 また、約６割が支給、約４割が修理となっている。 

修理
154

修理
79

修理
2

修理
7

義
肢

装
具

車

い
す

歩
行

補
助
杖

歩

行
器
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３３３３    知的障害者更生相談所業知的障害者更生相談所業知的障害者更生相談所業知的障害者更生相談所業務務務務        

（１）（１）（１）（１）相談・判定の相談・判定の相談・判定の相談・判定の状況状況状況状況    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）取扱実人員（２）取扱実人員（２）取扱実人員（２）取扱実人員の内訳の内訳の内訳の内訳    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 度 推 移 

巡　回

449 巡　回

410

巡　回

468
巡　回

326

巡　回

286

 本人の身体障害や家族の高齢化など、来所ができない場合は、施設や市町村役場へ出向いて

判定を実施し、利用者の利便を図るようにしている。 
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 平成２２年度の男女比は、男性５８．５％、女性４１．５％、年齢別では、２０代が最も多く、

３０代を含めると全体の約６割を占めている。 

 また、障害程度別では、中度が３７．２％と最も多く、最重度は約１５％となっている。 

 ７％程度の方が、身体障害者手帳を有している。 

 

 

最

重

度

（
Ａ

１

）

重

度

（
Ａ

２

）

中

度

（
Ｂ

１

、
Ａ

３

）

軽

度

（
Ｂ

２

）

非

該

当

女

176

女

12

女

54 女

37女

0

女

89女

52

１

８
歳
未

満

１

８
～

１
９
歳

２

０
～

２
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歳

３

０
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歳

４

０
～

４
９
歳

５

０
～

５
９
歳

６

０
歳
以

上

平成２２年度の状況 

年齢男女別内訳 

障害程度別内訳 

手帳の有無別内訳 
女

386

女

10

女

24

１
～

３
級

４
～

６
級

な

し
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取

扱

実

人

員

の

福
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事

務
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別

内

訳 

 

 

県保健福祉（環境）事務所 
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（３）相談（３）相談（３）相談（３）相談件数等件数等件数等件数等のののの内訳内訳内訳内訳    

平成２２年度 

相 談 内 容 

相談（来所・巡回）の推移 

施設 159 施設 135 施設 226 施設 245 施設 242
職業 134 職業 123

職業 197
職業 325

職業 181
医療保健 137 医療保健 122

医療保健 150
医療保健 121

医療保健 50

生活 742 生活 777

生活 802 生活 621
生活 797

教育 0教育 2
教育 12

教育 2教育 1

療育手帳 1,013療育手帳 1,025
療育手帳 1,130

療育手帳 933
療育手帳1,086

他 0

他 154

他 156

他 185
他 0

判定依頼に対する処理件数の推移 

※④は（１）「相談・判定の状況」の 

①と②の合計 

平成２２年度判定書等交付数（延件数） 

※計の数値は、（１）「相談・判定の状況」 

の③と④の合計 

相談内容の推移 

平成２２年度の相談件数は

２，２８３件で、この内、療育

手帳の交付関係が４４％と最

も多く、次いで、経済的な相談

など生活関係が３５％、今後の

施設利用などの相談が１１％と

なっている。 

 相談の約３割が出張判定時の相談で、相談内容は、療育手帳が約４割、生活が約３割で推移

している。 
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（４）証明等取扱件数等の内訳（４）証明等取扱件数等の内訳（４）証明等取扱件数等の内訳（４）証明等取扱件数等の内訳（平成２２年度）（平成２２年度）（平成２２年度）（平成２２年度）

証明の発行目的は、障害基礎年金の関係が５７．１％と

多く、２０代の障害程度中度の者が半数を占めている。 

 

※情報提供は、他機関からの照会に対する回答 
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４４４４    研修会・会議等の開催状況研修会・会議等の開催状況研修会・会議等の開催状況研修会・会議等の開催状況        
    

（１）（１）（１）（１）福岡県・政令市更生相談所会議福岡県・政令市更生相談所会議福岡県・政令市更生相談所会議福岡県・政令市更生相談所会議    

                        日 時）平成２２年６月４日（金） 

   場 所）県更生相談所 

   内 容）身障分科会（補装具、更生医療）、知的分科会、身障手帳分科会 

    

（２）（２）（２）（２）市町村、県保健福祉（環境）事務所身体市町村、県保健福祉（環境）事務所身体市町村、県保健福祉（環境）事務所身体市町村、県保健福祉（環境）事務所身体及び知的及び知的及び知的及び知的障害者福祉担当者研修会障害者福祉担当者研修会障害者福祉担当者研修会障害者福祉担当者研修会    

                        日 時）平成２２年７月２３日（金） 

   場 所）精神保健福祉センター研修室 

   参加者）市町村、県保健福祉（環境）事務所、保護・援護課 １１９名 

   内 容）身体障害者の援護、補装具、自立支援医療（更生医療） 

       身体障害者手帳、療育手帳 

    

（３）（３）（３）（３）身体身体身体身体障害者障害者障害者障害者（児）巡回相談打ち合わせ会議（児）巡回相談打ち合わせ会議（児）巡回相談打ち合わせ会議（児）巡回相談打ち合わせ会議 

日 時）平成２２年１２月２０日（月） 

   場 所）県障害者更生相談所 

   参加者）県保健福祉（環境）事務所、保護・援護課 １８名 

   内 容）平成２３年度の身体障害者（児）巡回相談 

 

（（（（４４４４））））身体身体身体身体障害者障害者障害者障害者（児）巡回相談打ち合わせ会議（児）巡回相談打ち合わせ会議（児）巡回相談打ち合わせ会議（児）巡回相談打ち合わせ会議 

日 時）平成２３年１月２６日（水） 

   場 所）精神保健福祉センター研修室 

   参加者）市町村、県保健福祉（環境）事務所、障害者福祉課、 

保護・援護課 ７５名 

   内 容）平成２３年度の身体障害者（児）巡回相談 

 

（（（（５５５５））））身体身体身体身体障害者障害者障害者障害者（児）巡回相談打ち合わせ会議（児）巡回相談打ち合わせ会議（児）巡回相談打ち合わせ会議（児）巡回相談打ち合わせ会議 

日 時）平成２３年３月１８日（金） 

   場 所）県障害者更生相談所 

   参加者）補装具業者 ２９名 

   内 容）平成２３年度の身体障害者（児）巡回相談等 

 

（（（（６６６６））））実習、研修受け入れ実習、研修受け入れ実習、研修受け入れ実習、研修受け入れ 

① 日 時）平成２２年４月２８日（水） 

    対象者）九州大学大学院人間共生システム専攻臨床心理学コース、 

実践臨床心理学専攻コース院生 １年生 ３２名 

    内 容）障害者更生相談所の業務、施設見学等 
 

② 日 時）平成２２年９月３０日（木） 

    対象者）臨床研修医 ２名 

    内 容）障害者更生相談所の業務、施設見学等 
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ⅢⅢⅢⅢ    参参参参        考考考考        資資資資        料料料料    
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1111    社会資源名簿（関係機関）社会資源名簿（関係機関）社会資源名簿（関係機関）社会資源名簿（関係機関）    

 

（１）（１）（１）（１）県及び政令市（本庁、障害者更生相談所）県及び政令市（本庁、障害者更生相談所）県及び政令市（本庁、障害者更生相談所）県及び政令市（本庁、障害者更生相談所）    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（２）（２）（２）（２）県保健福祉（環境）事務所県保健福祉（環境）事務所県保健福祉（環境）事務所県保健福祉（環境）事務所    
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（３）（３）（３）（３）町村役場町村役場町村役場町村役場    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

那 珂 川 町

宇 美 町

篠 栗 町

志 免 町

須 恵 町

新 宮 町

久 山 町

粕 屋 町

芦 屋 町

水 巻 町

岡 垣 町

遠 賀 町

小 竹 町

鞍 手 町

桂 川 町

筑 前 町

東 峰 村

大 刀 洗 町

大 木 町

広 川 町

香 春 町

添 田 町

糸 田 町

川 崎 町

大 任 町

赤 村

福 智 町

苅 田 町

み や こ 町

吉 富 町

築 上 町

上 毛 町
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（４）（４）（４）（４）市福祉事務所市福祉事務所市福祉事務所市福祉事務所    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

星 野 支 所

宮 若 市

嘉 麻 市

朝 倉 市

み や ま 市

二 丈 支 所

志 摩 支 所

春 日 市

大 野 城 市

宗 像 市

太 宰 府 市

糸 島 市

古 賀 市

福 津 市

う き は 市

豊 前 市

中 間 市

小 郡 市

筑 紫 野 市

筑 後 市

大 川 市

行 橋 市

飯 塚 市

田 川 市

柳 川 市

八 女 市

大 牟 田 市

久 留 米 市

直 方 市

三 潴 総 合 支 所

城 島 総 合 支 所

田 主 丸 総合 支所

北 野 総 合 支 所

黒 木 総 合 支 所

立 花 支 所

上 陽 支 所

矢 部 支 所
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（５）（５）（５）（５）精神保健福祉センター精神保健福祉センター精神保健福祉センター精神保健福祉センター    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南 区 保 健 福 祉 セン ター

城南区保健福祉センター

博多区保健福祉センター

中央区保健福祉センター

門 司 区 役 所

小 倉 北 区 役 所

小 倉 南 区 役 所

若 松 区 役 所

八 幡 東 区 役 所

八 幡 西 区 役 所

戸 畑 区 役 所

早良区保健福祉センター

西 区 保 健 福 祉 セン ター

東 区 保 健 福 祉 セン ター

北 九 州 市 立 精 神
保 健 福 祉 セン ター

福 岡 市 精 神 保 健
福 祉 セ ン タ ー

福 岡 県 精 神 保 健
福 祉 セ ン タ ー
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（６）（６）（６）（６）児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

（７）（７）（７）（７）女性相談所女性相談所女性相談所女性相談所 

  

   福岡県女性相談所 ＴＥＬ０９２－７１１－９８７４ 

            福岡市中央区赤坂１－８－８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

筑紫野市、春日市、大野城
市、太宰府市、糸島市、筑紫
郡 、 糟 屋 郡 （ 新 宮 町 を 除
く。）

久留米市、朝倉市、八女市、
筑後市、大川市、小郡市、う
きは市、朝倉郡、三井郡、三
潴郡、八女郡

直方市、飯塚市、田川市、嘉
麻市、小竹町、嘉穂郡、田川
郡

大牟田市、柳川市、みやま市

中間市、宗像市、古賀市、福
津市、宮若市、糟屋郡新宮
町、遠賀郡、鞍手郡鞍手町

行橋市、豊前市、京都郡、築
上郡

北 九 州 市 全 域

福 岡 市 全 域

福 岡 児 童 相 談 所

宗 像 児 童 相 談 所

久 留 米 児 童相 談所

田 川 児 童 相 談 所

京 築 児 童 相 談 所

大 牟 田 児 童相 談所

北 九 州 市 子 ど も
総 合 セ ン タ ー

福 岡 市 こ ども 総合
相 談 セ ン タ ー
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（８）（８）（８）（８）公共職業安定所（ハローワーク）公共職業安定所（ハローワーク）公共職業安定所（ハローワーク）公共職業安定所（ハローワーク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州市戸畑区牧山１－１－１５

北九州市八幡西区岸の浦１－５－１０

若 松 出 張 所 北九州市若松区本町１－１４－１２

大川市大字小保６１４－６

筑

後

地

区

筑
豊
地
区

久
留
米

久 留 米

大 川 出 張 所

飯 塚

行橋市西宮市５－２－４７

豊 前 出 張 所 豊前市大字八屋３２２－７０

行
　
橋

行 橋

福 岡 西

八 幡

戸 畑 分 庁 舎

直 方

田 川

大 牟 田

八 女

朝 倉

大牟田市大正町６－２－３

八女市馬場５１４－３

朝倉市菩提寺４８０－３

久留米市諏訪野町２４０１

北九州市小倉北区萩崎町１－１１

北九州市門司区北川町１－１８

福岡市中央区赤坂１－６－１９

福岡市東区千早６－１－１

春日市春日公園３－２

福岡市西区姪浜駅南３－８－１０

田川市弓削田１８４－１

飯塚市芳雄町１２－１

直方市大字頓野３３３４－５ 直方市、宮若市、鞍手郡

田川市、田川郡

北九州市小倉北区、小倉南区

北九州市門司区

行橋市、京都郡、築上郡（築
上町）

豊前市、築上郡（吉富町、上

毛町）

大牟田市、柳川市、みやま市

久留米市（城島町を除く。）
小郡市、うきは市、三井郡

久留米市（城島町）、大川
市、三潴郡

八女市、筑後市、八女郡

朝倉市、朝倉郡

飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡

門 司 出 張 所

小
　
倉

北

九

州

地

区

福岡市中央区、博多区、城南
区、早良区、南区（那の川１
～２丁目）、糟屋郡（志免
町、須恵町、宇美町）

福岡市東区、宗像市、古賀
市、福津市、糟屋郡（篠栗
町、新宮町、久山町、粕屋
町）

福岡市南区（那の川１～２丁

目を除く。）筑紫野市、春日
市、大野城市、太宰府市、筑
紫郡

福岡市西区、糸島市

北九州市八幡東区、八幡西
区、中間市、遠賀郡

北九州市若松区

北九州市戸畑区

福

岡

地

区

八

幡

小 倉

福 岡 中 央

福 岡 東

福 岡 南
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障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー
「 ち ど り 」

ー

福 岡 障 害 者 職 業 セ ン タ ー

福 岡 障 害 者 職 業 能 力 開 発 校

福 岡 市 障 が い 者 就 労 支 援 セ ン タ ー

障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー
「 じ ゃ ん ぷ 」

障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー
「 ぽ る て 」

障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー
「 は ま ゆ う 」

障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー
「 デ ュ ナ ミ ス 」

障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー
「 ほ っ と か ん 」

障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー
「 エ ー ル 」

障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー
「 Ｂ Ａ Ｓ Ａ Ｒ Ａ 」

障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー
「 ち く ぜ ん 」

障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー
「 ち く し 」

北 九 州 支 所

障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セ ン タ ー
「 野 の 花 」

北 九 州 障 害 者 就 業 ・ 生 活 支 援 セン ター

福岡県央障害者就業・生活支援センター

（９）労働関係機関（９）労働関係機関（９）労働関係機関（９）労働関係機関 

（（（（10101010）年金事務所）年金事務所）年金事務所）年金事務所 

西 福 岡

南 福 岡

久 留 米

小 倉 南

大 牟 田

小 倉 北

直 方

八 幡

東 福 岡

博 多

中 福 岡

年 金 相 談 セン ター
北 九 州

福岡市中央区

福岡市（西区、城南区、
早良区）、糸島市

直方市、飯塚市、田川市、
宮若市、嘉麻市、鞍手郡、
嘉穂郡、田川郡
北九州市（若松区、戸畑区、
八幡東区、八幡西区）、
中間市、遠賀郡

大牟田市、柳川市、みやま市

福岡市（南区）、筑紫野市、
春 日 市 、 大 野 城 市 、太 宰府
市、朝倉市、筑紫郡、朝倉郡
久留米市、八女市、筑後市、
大川市、小郡市、うきは市、
三井郡、三潴郡、八女郡

北九州市（小倉南区）、行橋
市、豊前市、京都郡、築上郡

門司区、小倉北区

福岡市（東区）、宗像市、
古賀市、福津市、粕屋郡

福岡市博多区
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〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇

〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇

〇

北 九 州 中 央 高 等 学 園 〇

八 幡 西 特 別 支 援 学 校 〇 〇

小 倉 北 特 別 支 援 学 校 〇

小 倉 南 特 別 支 援 学 校 〇

企 救 特 別 支 援 学 校 〇

小 池 特 別 支 援 学 校 〇

八 幡 特 別 支 援 学 校 〇

北 九 州 特 別 支 援 学 校 〇

門 司 特 別 支 援 学 校 〇

博 多 高 等 学 園 〇

今 津 特 別 支 援 学 校 〇

生 の 松 原 特 別 支 援 学 校 〇

東 福 岡 特 別 支 援 学 校 〇

南 福 岡 特 別 支 援 学 校 〇

屋 形 原 特 別 支 援 学 校 〇 〇

若 久 特 別 支 援 学 校 〇

福 岡 中 央 特 別 支 援 学 校 〇

直 方 養 護 学 校 〇

直 方 聾 学 校 〇

筑 後 特 別 支 援 学 校 〇

〇 〇 〇

〇

〇

〇

特別支援学校福岡高等学園

〇

築 城 特 別 支 援 学 校

小 倉 聴 覚 特 別 支 援 学 校

福岡高等視覚特別支援学校

〇 〇

福 岡 視 覚 特 別 支 援 学 校 〇

〇

〇

川 崎 特 別 支 援 学 校

嘉 穂 特 別 支 援 学 校

福 岡 聴 覚 特 別 支 援 学 校

福岡高等聴覚特別支援学校

小 郡 特 別 支 援 学 校

久 留 米 聴 覚 特 別 支援 学校

田 主 丸 特 別 支 援 学 校

柳 河 特 別 支 援 学 校

〇

〇

北 九 州 視 覚 特 別 支援 学校

北 九 州 高 等 学 園

古 賀 特 別 支 援 学 校

福 岡 特 別 支 援 学 校

〇

大 牟 田 特 別 支 援 学 校

〇

〇

〇

〇

久 留 米 特 別 支 援 学 校

〇

〇

〇

〇

〇 〇

〇 〇 〇

〇

〇 〇 〇

〇

〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇

〇 〇 〇

（（（（11111111））））特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校    
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（（（（12121212））））県税事務所県税事務所県税事務所県税事務所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（13131313））））法律相談・権利擁護法律相談・権利擁護法律相談・権利擁護法律相談・権利擁護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健、医療、福祉、法律問
題等に係る各種の相談

福祉サービスの利用手続き
の 援 助 、 日 常 的 金銭 管理
サービス

障 害 者 １ １ ０ 番

福 岡 県 地 域 福 祉
権 利 擁 護 セン ター

北九州市門司区、小倉北区、小倉
南区

北九州市若松区、戸畑区、八幡東
区、八幡西区、中間市、遠賀郡

田川市、田川郡（ただし課税につ
いては飯塚直方が所管）

福岡市博多区、南区

福岡市東区、宗像市、古賀市、福
津市、糟屋郡

福岡市中央区、城南区、早良区、
西区、糸島市

筑紫野市、春日市、大野城市、太
宰府市、筑紫郡

行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
（ただし課税については北九州東
が所管）

直方市、飯塚市、嘉麻市、宮若
市、鞍手郡、嘉穂郡

久留米市、朝倉市、小郡市、うき
は市、朝倉郡、三井郡

大牟田市、柳川市、みやま市（た
だし課税については久留米が所
管）

東 福 岡

西 福 岡

筑 紫

北 九 州 東

北 九 州 西

博 多

行 橋

飯 塚 ・ 直 方

久 留 米

大 牟 田

筑 後

田 川

八女市、筑後市、大川市、三潴
郡、八女郡（ただし課税について
は久留米が所管）
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（（（（14141414））））発達障害者支援センター発達障害者支援センター発達障害者支援センター発達障害者支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（15151515））））福岡県高次脳機能障害支援拠点機関福岡県高次脳機能障害支援拠点機関福岡県高次脳機能障害支援拠点機関福岡県高次脳機能障害支援拠点機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hosp.kurume-u.ac.jp/

福岡市立心身障がい
福 祉 セ ン タ ー

月曜日～金曜日
午前 9:00～12:00
午後13:00～17:00

http://www.fc-
jigyoudan.org/aiai/s-a-0.html

久 留 米 大 学 病 院

http://www.fukuoka-
rehacenter.or.jp/

http://www.uoeh-
hospital.jp/hospital/index.html

【専門相談ﾎｯﾄﾗｲﾝ】
月曜日～金曜日
午前 9:00～12:00
午後13:00～17:00

月曜日～金曜日
　　 9:00～17:00

月曜日～金曜日

福 岡 県 身 体障 害者
リハビリテーション
セ ン タ ー

産 業 医 科 大学 病院

福 岡 県 発 達 障 害 者
支 援 セ ン タ ー
「 ゆ う ・ も あ 」

福 岡 県 発 達 障 害 者
支 援 セ ン タ ー
「 あ お ぞ ら 」

北 九 州 市 発 達障 害者
支 援 セ ン タ ー
「 つ ば さ 」

福 岡 市 発 達 障が い者
支 援 セ ン タ ー
「ゆうゆうセンター」
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